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　私は、大牟田市が大牟田市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利す

ることとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約

から排除していることを認識したうえで、下記記載事項について、説明を受け、これを了解し、誓約いたします。

　なお、これらの事項に反する場合、貴市が行う措置（契約解除、違約金並びに損害賠償の請求、指名停止、事

業者名の公表等を含む）について、一切の異議申し立てを行いません。

　また、第１項各号の調査・確認のため、貴市が福岡県警察本部に照会することについて承諾します。

記

１　次の各号のいずれにも該当しません。

　(1)　役員等（請負者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、請負者が法人であ

　る場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的

　に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、暴力団または暴力団員等であると認められると

　き。

　(2)　暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は利用しているとき。

　(3)　役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められ

　るとき。

　(4)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

　暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。

　(5)　役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

　的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

　(6)　役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

　(7)　役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害

　を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済

　上の利益若しくは便宜を供与したとき。

　(8)　下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(7)までのいずれかに

　該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

　(9)　請負者が、(1)から(7)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約

　の相手方としていた場合（(8)に該当する場合を除く。）に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求

　め、請負者がこれに従わなかったとき。

２　前項各号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。

３　大牟田市指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び第１項各号に該当する者を下請負人

　（一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。以下同じ。）としません。

４　第１項各号に該当する者を下請負人としていて、大牟田市から当該下請契約の解除（当該下請契約の当事者で

　ない場合は、当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。）を求められた場合は、解除等

　の求めに従います。

(1) 暴力団排除条項第１項第６号関係

　「社会的に非難される関係」とは、例えば暴力団又は暴力団員等を自らが主催するパーティその他の会合に招

待するような関係又は暴力団又は暴力団員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。

(2) 暴力団排除条項第１項第８号関係

　暴力団員等である事実を知らずに、暴力団員等を雇用している場合又は暴力団又は暴力団員等である事実を

知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後

速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行ってい

るものとみなす。
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